	募集・案内

	定額給付金の申請はお済みですか？

口座振込が困難な場合は区役所で現金による支給をします。

	内容
	定額給付金を受け取るためには申請が必要です。

申請書は世帯主（外国籍の方は本人）に郵送されます。
口座振込が困難な場合は、区役所で申請を受け付け現金でお渡しします。

届いた申請書を保管しておいて、取扱期間の間に区役所で申請してください。

	区役所での

取扱期間と受取場所
	（土・日曜日・祝日は除く）

8月24日（月）～9月2日（水）午前9時30分～午後5時

　　　→青葉区役所401～403号会議室

9月3日（木）～11月18日（水）午前9時30分～午後5時


→青葉区役所306号会議室

	持ち物
	1． 定額給付金申請書

２．本人確認書類＊
3． 印鑑

　

＊確認書類

運転免許証、健康保険証、年金手帳、住民基本台帳カード、パスポート、生活保護受給者証、休日・夜間等診察依頼書、外国人登録証明書（外国籍の人は必ずお持ちください。）

	代理申請の場合の注意
	 代理申請を行う場合は、申請書裏面の「代理申請の欄」への記入と、世帯主及び代理申請者の両方の本人確認資料が必要となります。     

	問合せ
	定額給付金専用ダイヤル　TEL 045-330-7222(日本語)　※毎日 午前９時～午後６時


＊混雑により、窓口でお待ちいただく場合もあります。なるべく口座振込（郵送による申請）をご利用ください。

＊口座振込の申請は8月14日が締め切りです。(当日消印有効)　

＊口座振込の申請は区役所では取り扱いません。郵送を早めにすませましょう
【関連情報】

＊外国語専用ダイヤル 電話:045-222-1185　　土日・祝日はおこなっていません

　　英語、中国語、スペイン語　月曜日～金曜日　10:00～17:00（外国語）
ポルトガル語　　　　　　　月曜日　10:00～17:00

韓国・朝鮮語　火曜日　10:00～17:00

ベトナム語　水曜日 10:00～17:00

タイ語　　　木曜日 10:00～17:00

タガログ語　金曜日 10:00～17:00

＊外国籍の方のための給付金について

http://www.city.yokohama.jp/me/shimin/kuren/teigakukyufu/teigaku_qa2.html
＊横浜市　定額給付金に関するQ&A

　http://www.city.yokohama.jp/me/shimin/kuren/teigakukyufu/teigaku_qa.html






